
我が国ＳＮＡにおける現行分類基準による整理 資料３－２

日本郵政株式会社

１　公的部門と民間部門の区分（所有・支配基準を満たしているかどうか）
郵政法・・・日本郵政株式会社法

（１） （１）

NO

YES

（２） （２）

NO

YES

（３） （３）

NO

YES

（４） （４）

NO

YES

２　一般政府・公的企業の区分（財・サービスの市場性の有無の判断）

（１）

YES

NO

（２） （２）

① ○
YES ② -

③ ○
NO

（３） （３） ×

YES

NO

貸借対照表、損益計算書、事業報告書を総務大臣に提出しなければならない（郵政法１２条）

総務大臣が設立委員を命じ、設立に関して発起人の職務を行わせる（郵政民営化法３６条）

取締役・監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ効力は生じない（郵政法９
条）

総務大臣の認可を受けなければならない（郵政法１０条）

事業計画書に資金計画書を添付しなければならない（郵政法施行規則７条１項）

○

政府出資（政府による株式の保有）が５０％超である

政府に経営方針の決定権がある
　①事業計画　②資金計画　③予算　④決算
　　　の３以上に認可（承認）が必要である

○

○

○

○

④ ×

公的非金融法人企業中央政府

金融資産が９０％以上ある
（金融・非金融の判断）

①民間事業所に同種の活動がある
②価格あるいは料金が供給する量・質に比例している
③自由意志による購入ができる
　　　の２以上該当するか

対企業非営利団体に相当する機関である

民間産業・
対家計民間非営利団体

公的金融機関

一般政府・公的企業

政府に役員の任命権・認可権がある

政府の代行業務を行っている

日本郵政株式会社（H19.10.1～）

○

①

②

③

・政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない（郵
政法２条）・・・設立時の政府保有１００％
・政府は、その保有する会社の株式については、できる限り早期に処分するよう努めるものとする。但し三
分の一超は保有（郵政法附則３条）⇒将来、上場の可能性がある

事業計画書に収支予算書を添付しなければならない（郵政法施行規則７条１項）

（会社の目的）
郵便事業会社及び郵便局会社の発行株式の総数を保有し、経営管理を行い、業務の支援を行う（郵政
法１条）

郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の株式を保有（郵政法１条）
処分するまでの間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を保有（郵政民営化法６１条）

（１） ○

－1－



郵便事業株式会社

１　公的部門と民間部門の区分（所有・支配基準を満たしているかどうか） ※事業法・・・郵便事業株式会社法
※郵政法・・・日本郵政株式会社法

（１） （１）

NO

YES

（２） （２）

NO

YES

（３） （３）

NO

YES

（４） （４）

NO

YES

２　一般政府・公的企業の区分（財・サービスの市場性の有無の判断）

（１） （１） ×

YES

NO

（２） （２）

① ○
YES ② ○

③ ○
NO

（３） （３） ×

YES

NO

貸借対照表、損益計算書、事業報告書を総務大臣に提出しなければならない（事業法１０条）

・日本郵政株式会社が設立の発起人となる（郵政民営化法７０条）
・設立に関する事項の決定は日本郵政株式会社に置かれた経営委員会（委員の選定及び解職の決議
は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要）が行う（郵政民営化法４１条、４２条２項、４３条４項）

役員は株主総会の決議によって選任する（会社法３２９条）

事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない（事業法７条）

事業計画書に添付（事業法施行規則８条）

○

政府出資（政府による株式の保有）が５０％超である

政府に経営方針の決定権がある
　①事業計画　②資金計画　③予算　④決算
　　　の３以上に認可（承認）が必要である

×

×

○

○

④ ×

公的非金融法人企業中央政府

金融資産が９０％以上ある
（金融・非金融の判断）

①民間事業所に同種の活動がある
②価格あるいは料金が供給する量・質に比例している
③自由意志による購入ができる
　　　の２以上該当するか

対企業非営利団体に相当する機関である

民間産業・
対家計民間非営利団体

公的金融機関

一般政府・公的企業

政府に役員の任命権・認可権がある

政府の代行業務を行っている

郵便事業株式会社（H19.10.1～）

○

①

②

③

日本郵政株式会社が発行済株式の総数を保有（郵政法１条）・・・政府出資０％

事業計画書に添付（事業法施行規則８条）
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郵便局株式会社

１　公的部門と民間部門の区分（所有・支配基準を満たしているかどうか） ※局法・・・郵便局株式会社法
※郵政法・・・日本郵政株式会社法

（１） （１）

NO

YES

（２） （２）

NO

YES

（３） （３）

NO

YES

（４） （４）

NO

YES

２　一般政府・公的企業の区分（財・サービスの市場性の有無の判断）

（１） （１） ×

YES

NO

（２） （２）

① ○
YES ② ○

③ ○
NO

（３） （３） ×

YES

NO

郵便局株式会社（H19.10.1～）

×

①

②

③

日本郵政株式会社が発行済株式の総数を保有（郵政法１条）・・・政府出資０％

事業計画書に添付（局法施行規則８条）

民間産業・
対家計民間非営利団体

公的金融機関

一般政府・公的企業

政府に役員の任命権・認可権がある

政府の代行業務を行っている

公的非金融法人企業中央政府

金融資産が９０％以上ある
（金融・非金融の判断）

①民間事業所に同種の活動がある
②価格あるいは料金が供給する量・質に比例している
③自由意志による購入ができる
　　　の２以上該当するか

対企業非営利団体に相当する機関である

○

政府出資（政府による株式の保有）が５０％超である

政府に経営方針の決定権がある
　①事業計画　②資金計画　③予算　④決算
　　　の３以上に認可（承認）が必要である

×

×

×

×

④ × 貸借対照表、損益計算書、事業報告書を総務大臣に提出しなければならない（局法１２条）

・日本郵政株式会社が設立の発起人となる（郵政民営化法７9条）
・設立に関する事項の決定は日本郵政株式会社に置かれた経営委員会（委員の選定及び解職の決議
は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要）が行う（郵政民営化法４１条、４２条２項、４３条４項）

役員は株主総会の決議によって選任する（会社法３２９条）

事業計画を定め、総務大臣に提出しなければならない（局法９条）

事業計画書に添付（局法施行規則８条）
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株式会社ゆうちょ銀行・株式会社かんぽ生命保険

１　公的部門と民間部門の区分（所有・支配基準を満たしているかどうか）

（１） （１）

NO

YES

（２） （２）

NO

YES

（３） （３）

NO

YES

（４） （４）

NO

YES

２　一般政府・公的企業の区分（財・サービスの市場性の有無の判断）

（１） （１） ○

YES

NO

（２） （２）

① ○
YES ② ○

③ ○
NO

（３） （３） ×

YES

NO

・日本郵政株式会社が設立の発起人となる（郵政民営化法95,127条）
・設立に関する事項の決定は日本郵政株式会社に置かれた経営委員会（委員の選定及び解職の決議
は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要）が行う（郵政民営化法４１条、４２条２項、４３条４項）

役員は株主総会の決議によって選任する（会社法３２９条）

○

×

×

×

民間産業・
対家計民間非営利団体

公的金融機関

一般政府・公的企業

政府出資（政府による株式の保有）が５０％超である

政府に経営方針の決定権がある
　①事業計画　②資金計画　③予算　④決算
　　　の３以上に認可（承認）が必要である

政府の代行業務を行っている

政府に役員の任命権・認可権がある

公的非金融法人企業中央政府

金融資産が９０％以上ある
（金融・非金融の判断）

①民間事業所に同種の活動がある
②価格あるいは料金が供給する量・質に比例している
③自由意志による購入ができる
　　　の２以上該当するか

対企業非営利団体に相当する機関である

株式会社ゆうちょ銀行・株式会社かんぽ生命保険（H19.10.1～）

×

①

②

③

日本郵政株式会社が発行済株式の総数を保有。10年以内（平成29年10月まで）に全額売却し完全民
営化。

×

×

・事業計画等について政府の認可（承認）は不要
（ただし、移行期間中においては、業務や子会社保有、合併等の制限があり、移行期当初は公社と同じ
業務範囲）

④
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

１　公的部門と民間部門の区分（所有・支配基準を満たしているかどうか） 機構法・・・独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
通則法・・・独立行政法人通則法

（１） （１）

NO

YES

（２） （２）

NO

YES

（３） （３）

NO

YES

（４） （４）

NO

YES

２　一般政府・公的企業の区分（財・サービスの市場性の有無の判断）

（１）

YES

NO

（２） （２）

① ○
YES ② ▲

③ ○
NO

（３） （３） ×

YES

NO

（１） ○

現時点で収益構造が不明

（機構の目的）
日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務を確実に履行
し、郵政民営化に資する（機構法３条）

特別貯金（郵便貯金資産の運用のため、機構と郵便貯金銀行の間で結ばれる預金契約に基づく貯金）、
預金者・保険契約者に対する貸付金などが主な資産（「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計
画」（大臣認可前）による）

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（H19.10.1～）

○

①

②

③

機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とする（機構法５条１項）・・・政府出資１００％

「中期計画」に予算、収支計画を定める（通則法３０条２項）

民間産業・
対家計民間非営利団体

公的金融機関

一般政府・公的企業

政府に役員の任命権・認可権がある

政府の代行業務を行っている

公的非金融法人企業中央政府

金融資産が９０％以上ある
（金融・非金融の判断）

①民間事業所に同種の活動がある
②価格あるいは料金が供給する量・質に比例している
③自由意志による購入ができる
　　　の２以上該当するか

対企業非営利団体に相当する機関である

○

政府出資（政府による株式の保有）が５０％超である

政府に経営方針の決定権がある
　①事業計画　②資金計画　③予算　④決算
　　　の３以上に認可（承認）が必要である

○

○

○

○

④ ○ 「財務諸表」を作成し、総務大臣の承認を受けなければならない（通則法３８条１項）

・主務大臣が設立委員を命じ、設立に関する事務を処理させる（通則法１５条１項）

・役員として、理事長及び監事二人を置く。理事一人を置くことができる（機構法６条）
・法人の長及び監事は総務大臣が任命、解任する（通則１８条、20条1項、2項、23条）

「中期計画」を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない（通則法３０条１項）

「中期計画」に資金計画を定める（通則法３０条２項）
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